
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
提
出

質

問

第

三

八

六

号

河
川
整
備
基
本
方
針
及
び
河
川
整
備
計
画
の
策
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人
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河
川
整
備
基
本
方
針
及
び
河
川
整
備
計
画
の
策
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
土
交
通
省
は
、
河
川
整
備
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
及
び
河
川
整
備
計
画
（
以
下
「
整
備
計
画
」
と

い
う
。
）
の
策
定
を
進
め
て
い
る
。

し
か
し
、
反
対
意
見
を
排
除
し
た
り
、
意
見
を
聞
き
お
く
だ
け
に
し
た
り
す
る
進
め
方
に
は
、
批
判
も
多
い
。
ま
た
、
そ
う

し
た
進
め
方
は
、
住
民
参
加
と
環
境
保
全
を
目
指
し
た
河
川
法
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
以
上
の
観
点
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
質
問
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
丁
寧
に
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で
も
、
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
章
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

基
本
方
針
の
達
成
可
能
性
に
つ
い
て

�

一
級
水
系
で
は
、
す
で
に
五
九
水
系
に
お
い
て
基
本
方
針
が
策
定
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
多
く
は
基
本
高
水
流
量

が
き
わ
め
て
過
大
な
値
に
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
実
的
に
は
達
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
基
本
方
針
に
な
っ
て
い

る
。た

と
え
ば
、
多
摩
川
水
系
基
本
方
針
で
は
石
原
地
点
の
基
本
高
水
流
量
が
毎
秒
八
七
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い

る
。
だ
が
、
多
摩
川
水
系
整
備
計
画
で
は
こ
の
値
の
達
成
を
困
難
と
し
て
、
目
標
流
量
を
そ
の
半
分
に
近
い
四
五
〇
〇
立

一



方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
い
る
。
将
来
、
本
整
備
計
画
を
順
次
改
定
し
て
い
く
と
し
て
も
、
今
後
二
〇
〜
三
〇
年
間
に
達
成
す

る
目
標
が
四
五
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
八
七
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
辿
り
着
く
た
め
に
は
、
非
常
に
長
期

的
な
期
間
を
要
す
る
の
は
必
至
で
あ
る
。

一
方
、
基
本
方
針
は
、
実
現
可
能
性
を
考
慮
の
上
、
そ
の
内
容
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
標
の
達

成
に
要
す
る
期
間
と
費
用
が
見
積
も
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

政
府
は
、
多
摩
川
の
基
本
高
水
流
量
毎
秒
八
七
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
期
間
を
何
年
と
考
え
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
費
用
総
額
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
で
あ
る
と
見
積
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ

れ
ぞ
れ
具
体
的
な
期
間
と
費
用
総
額
を
示
さ
れ
た
い
。

�

多
摩
川
水
系
基
本
方
針
で
は
、
計
画
高
水
流
量
が
六
五
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
、
ダ
ム
等
に
よ
る
洪
水
調
節
量
を
二
二
〇

〇
立
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
多
摩
川
の
上
流
に
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
ダ
ム
建
設
の
適
地
が
な
い
た
め
、
整
備

計
画
で
は
洪
水
調
節
量
が
ゼ
ロ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

政
府
は
、
多
摩
川
水
系
基
本
方
針
の
洪
水
調
節
量
を
達
成
す
る
た
め
に
多
摩
川
上
流
に
お
け
る
ダ
ム
建
設
を
ど
の
よ
う

に
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
ダ
ム
以
外
に
よ
る
対
応
を

二



考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
法
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

治
水
対
策
の
選
択
範
囲
を
実
質
的
に
限
定
し
た
基
本
方
針
を
策
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て

�

本
年
五
月
十
一
日
に
策
定
さ
れ
た
球
磨
川
水
系
基
本
方
針
で
は
、
人
吉
地
点
の
基
本
高
水
流
量
と
計
画
高
水
流
量
に
つ

い
て
、
従
来
の
工
事
実
施
基
本
計
画
の
値
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
と
四
〇
〇
〇
立
方

メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
基
本
高
水
流
量
及
び
計
画
高
水
流
量
の
値
は
、
川
辺
川
ダ
ム
の
調
節
量
二
六
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
前
提
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
計
画
高
水
流
量
と
現
状
の
流
下
能
力
が
ほ
ぼ
等
し
い
た
め
、
治
水
対
策
の
選
択
は
川
辺
川
ダ
ム
に
限
定

さ
れ
、
流
下
能
力
増
強
の
改
修
も
で
き
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

川
辺
川
ダ
ム
建
設
の
当
否
は
、
整
備
計
画
の
策
定
段
階
に
お
け
る
流
域
住
民
の
意
思
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
り
、
基
本
方

針
の
段
階
で
治
水
対
策
を
実
際
の
と
こ
ろ
川
辺
川
ダ
ム
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
河
川
法
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い

か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

球
磨
川
水
系
基
本
方
針
の
基
本
高
水
流
量
（
人
吉
地
点
）
と
計
画
高
水
流
量
（
同
地
点
）
を
前
提
と
し
た
場
合
、
川
辺

川
ダ
ム
の
建
設
以
外
に
ど
の
よ
う
な
治
水
対
策
の
手
段
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
選
択
肢
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三



�

吉
野
川
水
系
基
本
方
針
に
は
「
治
水
上
支
障
と
な
る
既
設
固
定
堰
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
対
策
を
行
い
、
計
画
規
模
の

洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
」
と
の
文
言
が
挿
入
さ
れ
、
第
十
堰
の
撤
去
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
十
堰
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
知
事
及
び
徳
島
市
長
も
撤
去
す
べ
き
で
な
い
と
表
明
し
て
お
り
、
民
意
に
反
す
る
決
定

を
一
方
的
に
行
う
こ
と
は
、
住
民
意
見
の
反
映
と
い
う
河
川
法
の
理
念
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

�

吉
野
川
水
系
基
本
方
針
に
「
治
水
上
支
障
と
な
る
既
設
固
定
堰
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
対
策
を
行
い
、
計
画
規
模
の
洪

水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
」
と
い
う
文
言
を
挿
入
し
た
根
拠
及
び
意
図
を
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
い
。

三

森
林
保
水
力
の
向
上
を
評
価
し
、
科
学
的
に
妥
当
な
基
本
高
水
流
量
を
新
た
に
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

球
磨
川
水
系
に
係
る
河
川
整
備
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
に
お
い
て
、
近
藤
徹
小
委
員
長
は
、
森
林
保
水
力
の
向
上
を
評

価
し
て
科
学
的
に
妥
当
な
基
本
高
水
流
量
を
新
た
に
設
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
住
民
団
体
の
意
見
書
に
対
し
て
、
「
ま
だ
一

つ
の
学
説
で
あ
っ
て
、
定
説
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
を
基
本
方
針
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
森
林
保
水

力
の
向
上
を
評
価
し
な
か
っ
た
と
聞
く
。

森
林
保
水
力
の
向
上
が
評
価
さ
れ
れ
ば
、
治
水
対
策
費
用
の
大
幅
な
軽
減
を
期
待
で
き
る
。
よ
っ
て
、
政
府
は
、
森
林
保

四



水
力
の
向
上
を
評
価
す
る
学
説
を
科
学
的
に
検
証
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
学
説
を

科
学
的
に
検
証
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
合
理
的
な
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

四

社
会
資
本
整
備
審
議
会
河
川
分
科
会
（
以
下
「
河
川
分
科
会
」
と
い
う
。
）
及
び
河
川
整
備
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会

（
以
下
「
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
で
住
民
団
体
か
ら
の
意
見
書
を
真
摯
に
議
論
す
る
こ
と
に
つ
い
て

河
川
分
科
会
及
び
球
磨
川
水
系
に
係
る
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
に
お
い
て
、
住
民
団
体
は
毎
回
、
具
体
的
な
根
拠
を
示

し
た
詳
細
な
意
見
書
を
提
出
し
て
い
た
。
だ
が
、
近
藤
徹
小
委
員
長
が
、
自
説
に
都
合
の
良
い
部
分
を
つ
ま
み
食
い
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
両
会
に
お
い
て
意
見
書
に
つ
い
て
真
摯
に
議
論
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
聞
く
。

国
土
交
通
大
臣
は
、
河
川
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
河
川
分
科
会
及
び
同
小
委
員
会
に
対
し
住
民
団
体
の
意
見
を
真
摯
に

議
論
す
る
よ
う
申
し
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
と
聞
く
。
な
ぜ
、
河
川
分
科
会
及
び
同
小
委
員
会
に
対

し
、
住
民
団
体
の
意
見
書
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
よ
う
申
し
入
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

河
川
分
科
会
及
び
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
の
議
論
を
開
か
れ
た
方
式
に
改
善
す
る
こ
と
に
つ
い
て

�

河
川
分
科
会
及
び
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
で
は
、
委
員
と
事
務
局
の
間
で
の
み
議
論
が
な
さ
れ
、
意
見
書
を
提
出
し

た
住
民
団
体
及
び
傍
聴
者
の
発
言
は
認
め
て
い
な
い
。

五



一
方
、
環
境
省
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
の
見
直
し
に
関
す
る
懇
談
会
」
で
は
、
意
見
書
を
提
出

し
た
住
民
団
体
及
び
傍
聴
者
の
発
言
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

河
川
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
河
川
分
科
会
及
び
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
に
お
い
て
も
、
同
懇
談
会
と
同
様

に
、
意
見
書
を
提
出
し
た
住
民
団
体
及
び
傍
聴
者
の
発
言
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
認
め
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
合
理
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

�

基
本
方
針
は
、
当
該
水
系
流
域
住
民
の
生
活
や
地
域
社
会
の
あ
り
方
、
自
然
環
境
に
関
わ
る
事
項
を
規
定
す
る
た
め
、

住
民
の
傍
聴
や
意
見
書
提
出
、
陳
述
な
ど
、
広
く
流
域
住
民
に
開
か
れ
た
形
で
開
催
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
。
だ
が
、
東

京
か
ら
遠
方
の
流
域
で
あ
れ
ば
、
住
民
が
傍
聴
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
河
川
分
科
会
及
び
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
は
、
当
該
流
域
の
存
す
る
県
庁
所
在
地
あ
る
い
は
流
域
近

辺
の
交
通
至
便
な
地
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
整
え

ば
、
当
該
流
域
で
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
併
せ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

六

閣
議
決
定
「
審
議
会
等
の
運
営
に
関
す
る
指
針
」
に
つ
い
て

「
審
議
会
等
の
運
営
に
関
す
る
指
針
」
（
平
成
十
一
年
四
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
「
利
害
関
係
者
の
意
見
聴
取

六



等
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
�
審
議
会
等
は
、
そ
の
調
査
審
議
に
当
た
り
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
調
査
審
議
事
項
と
密
接
に

関
連
す
る
利
益
を
有
す
る
個
人
又
は
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を
設
け
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
他
の
関
係
者
の
利
益
と
の
公
正
な
均
衡
の
保
持
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
公
聴
会
の
開
催
等
、
法
令
に

別
段
の
定
め
の
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

�
審
議
会
等
に
対
し
て
、
�
の
意
見
聴
取
に
係
る
申
出
又
は
審
議
会
等
に
関
す
る
苦
情
が
あ
っ
た
と
き
は
、
各
府
省
は
、

庶
務
担
当
当
局
と
し
て
こ
れ
ら
の
整
理
等
を
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
適
時
に
審
議
会
等
に
報
告
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。
」

�

本
閣
議
決
定
は
、
河
川
分
科
会
及
び
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
に
適
用
さ
れ
る
の
か
。
適
用
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

の
根
拠
法
令
を
示
さ
れ
た
い
。

�

国
土
交
通
大
臣
は
、
同
分
科
会
及
び
同
小
委
員
会
の
開
催
時
期
発
表
に
つ
い
て
、
流
域
住
民
が
意
見
書
を
作
成
す
る
た

め
の
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

�

同
分
科
会
及
び
同
小
委
員
会
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
「
意
見
聴
取
に
係
る
申
出
又
は
審
議
会
等
に
関
す
る
苦
情
」
は
寄

七



せ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
件
数
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
寄
せ
ら
れ
た
申
出
又
は
苦
情

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
。

七

基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
の
委
員
の
選
定
条
件
及
び
手
続
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
は
、
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
に
つ
い
て
「
高
度
に
専
門
的
な
観
点
か
ら
治
水
政
策
の
基
本
的
な
方
法
を
議

論
す
る
と
こ
ろ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
だ
が
、
同
小
委
員
会
の
議
事
録
を
読
む
限
り
、
「
高
度
に
専
門
的
な
観
点
」
か
ら
の

意
見
は
極
め
て
少
数
で
あ
り
、
む
し
ろ
素
人
と
し
て
の
意
見
や
印
象
論
的
な
意
見
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同
小
委
員
会
の
委
員
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
及
び
手
続
を
経
て
選
定
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

八

閣
議
決
定
「
審
議
会
等
の
透
明
化
、
見
直
し
等
に
つ
い
て
」
に
つ
い
て

�

「
審
議
会
等
の
透
明
化
、
見
直
し
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
七
年
九
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
は
、
河
川
分
科
会
及
び
基

本
方
針
検
討
小
委
員
会
に
適
用
さ
れ
る
の
か
。
適
用
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
法
令
を
示
さ
れ
た
い
。

�

基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
の
委
員
構
成
を
見
る
と
、
小
委
員
長
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
省
庁
出
身
者
等
」
が
約
三
分
の

一
を
占
め
て
い
る
。
一
方
、
本
閣
議
決
定
は
、
「
審
議
会
等
」
か
ら
「
省
庁
出
身
者
等
」
を
極
力
排
除
す
る
こ
と
が
目
的

で
あ
っ
た
と
聞
く
。
よ
っ
て
、
同
小
委
員
会
に
お
い
て
、
「
省
庁
出
身
者
等
」
が
約
三
分
の
一
も
占
め
て
い
る
状
態
は
、

八



閣
議
決
定
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣
法
制
局
長
官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
も
し
閣

議
決
定
の
趣
旨
に
反
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
合
理
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

�

本
閣
議
決
定
の
第
二
項
「
審
議
会
等
の
会
長
等
の
人
選
」
に
よ
る
と
、
当
該
「
省
庁
出
身
者
等
」
を
原
則
と
し
て
委
員

に
任
命
し
な
い
と
あ
る
。
ま
た
、
や
む
を
得
ず
「
省
庁
出
身
者
等
」
を
一
般
の
審
議
会
の
委
員
に
任
命
す
る
場
合
は
、
特

別
の
事
由
の
な
い
限
り
「
会
長
等
に
任
命
又
は
選
任
し
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
な
お
、
「
会
長
等
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
小
委
員
長
も
「
等
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
建
設
省
河
川
局
長
、
建
設
省
技
監
を
経
て
退
官
し
た
近
藤
徹
氏
を
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
の
小
委
員
長
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
な
閣
議
決
定
違
反
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣
法
制
局
長

官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
も
し
閣
議
決
定
に
反
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
合
理
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

�

「
省
庁
出
身
者
等
」
を
「
審
議
会
等
」
の
「
会
長
等
」
や
「
委
員
」
に
任
命
す
る
こ
と
は
、
お
手
盛
り
行
政
を
推
進
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
極
力
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
行
政
改
革
担
当
大
臣

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
審
議
会
等
」
の
「
会
長
等
」
や
「
委
員
」
に
任
命
さ
れ
て
い
る
「
省
庁
出
身
者
等
」
の
数
に
つ
い
て
、
行
政
改
革
担

九



当
大
臣
は
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
な
ら
ば
、
「
会
長
等
」
や
「
委
員
」
に
任
命
さ
れ
て
い
る
「
省
庁
出
身
者

等
」
の
延
べ
人
数
を
示
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
審
議
会
等
」
並
び
に
「
会
長
等
」
「
委
員
」
「
省
庁
出
身
者
等
」
と
は
、

本
閣
議
決
定
の
定
義
と
同
じ
で
あ
る
。

九

整
備
計
画
の
策
定
に
お
け
る
国
土
交
通
省
本
省
の
権
限
に
つ
い
て

�

国
土
交
通
省
本
省
は
、
一
級
水
系
の
河
川
整
備
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
て
い
る
の
か
。
法

令
・
内
部
規
定
等
の
具
体
的
根
拠
と
と
も
に
示
さ
れ
た
い
。

�

国
土
交
通
省
本
省
は
、
河
川
整
備
計
画
の
策
定
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
関
与
を
し
て
い
る
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ

た
い
。
ま
た
、
地
方
整
備
局
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
指
示
を
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
内
容
も
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

�

吉
野
川
水
系
、
利
根
川
水
系
、
木
曽
川
水
系
、
天
塩
川
水
系
を
始
め
、
最
近
の
河
川
整
備
計
画
の
策
定
作
業
に
お
い
て

は
住
民
を
そ
の
議
論
か
ら
排
除
す
る
方
向
、
河
川
法
改
正
前
の
状
態
に
戻
る
よ
う
な
方
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。

国
土
交
通
大
臣
は
、
河
川
法
の
趣
旨
に
則
っ
て
、
住
民
の
意
見
を
十
分
に
反
映
す
る
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
す
る
よ

う
、
地
方
整
備
局
長
に
対
し
指
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
指
示
を
し
な
い
と
す
れ
ば
、
合
理
的
な
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

十

整
備
計
画
に
お
け
る
住
民
意
見
の
反
映
に
つ
い
て

一
〇



�

河
川
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
に
関
し
て
、
「
河
川
の
状
況
に
詳
し
い
も
の
」
と
し
て
流
域
住
民
を
公
募

し
、
そ
の
公
募
委
員
を
加
え
た
流
域
委
員
会
等
（
学
識
者
会
議
、
有
識
者
会
議
等
を
含
む
）
を
設
置
す
る
べ
き
で
は
な
い

か
。

�

流
域
委
員
会
等
は
、
完
全
公
開
と
し
、
傍
聴
者
に
発
言
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

流
域
委
員
会
等
は
、
住
民
と
の
意
見
交
換
会
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

河
川
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
に
つ
い
て
、
単
に
意
見
を
聴
き
お
く
だ
け
の
公
聴
会
で
は
な
く
、
住
民
と

河
川
管
理
者
が
議
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
双
方
向
性
の
公
聴
会
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

住
民
が
意
見
書
を
作
成
す
る
際
、
必
要
な
資
料
を
河
川
管
理
者
が
提
供
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

十
一

吉
野
川
水
系
に
つ
い
て

�

「
住
民
意
見
の
反
映
」
と
い
う
河
川
法
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
第
十
堰
の
可
動
堰
化
計
画
を
完
全
に
放
棄
し
、
第
十
堰
保

全
を
整
備
計
画
策
定
の
出
発
点
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

吉
野
川
で
行
わ
れ
て
い
る
「
流
域
委
員
会
を
設
置
せ
ず
に
意
見
聴
取
を
す
る
」
と
い
う
整
備
計
画
の
策
定
方
法
は
、
現

在
ま
で
の
進
行
を
見
る
限
り
、
住
民
意
見
の
反
映
が
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
全
面
的
に
見
直
し
、
淀
川
方

一
一



式
を
採
用
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

整
備
計
画
の
策
定
過
程
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
が
示
し
た
素
案
、
修
正
案
と
も
に
、
環
境
保
全
目
標
が
な
く
、
総
合

治
水
策
や
超
過
洪
水
対
策
も
基
本
方
針
に
記
さ
れ
た
一
般
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
徳
島
市
が
研
究
提
言
し
た

森
林
整
備
に
よ
る
洪
水
防
御
策
に
つ
い
て
も
、
ま
と
も
に
検
討
し
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
気
象
変
動
や
社
会
環
境
の
激

変
が
予
測
さ
れ
、
新
た
な
安
全
の
尺
度
を
求
め
る
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
徳
島
市
の
研
究
提
言
に
対
す
る
考
え
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

別
途
設
置
す
る
と
さ
れ
る
第
十
堰
に
つ
い
て
の
検
討
の
場
は
、
ど
の
よ
う
な
方
式
を
考
え
て
い
る
か
。
運
営
方
法
、
設

置
予
定
時
期
、
検
討
の
た
め
の
調
査
項
目
、
全
体
の
調
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
調
査
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
具

体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

十
二

国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局
に
よ
る
球
磨
川
水
系
基
本
方
針
の
現
地
説
明
会
「
く
ま
が
わ
・
明
日
の
川
づ
く
り
報
告

会
」
（
以
下
「
現
地
説
明
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

�

河
川
分
科
会
及
び
球
磨
川
水
系
に
係
る
基
本
方
針
検
討
小
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
で
あ
る
潮
谷
義
子
熊
本
県
知
事

は
、
球
磨
川
水
系
基
本
方
針
案
の
取
り
ま
と
め
に
対
し
、
「
県
民
に
対
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
た
め
「
了
承

一
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し
が
た
い
」
と
述
べ
、
「
国
が
県
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
」
を
求
め
た
。
よ
っ
て
、
現
地
説
明
会
は
、
同

知
事
の
意
見
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
か
。
同
知
事
の
意
見
と
現
地
説
明
会
の
関
係
を
説
明

さ
れ
た
い
。

�

同
整
備
局
は
、
現
地
説
明
会
の
開
催
及
び
運
営
方
法
に
つ
い
て
、
熊
本
県
と
相
談
し
て
い
な
い
と
聞
く
。
な
ぜ
か
。
そ

の
理
由
を
合
理
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
開
催
及
び
運
営
方
法
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
な
ら
ば
、
い
つ
、
ど
こ
で

相
談
し
た
の
か
。
日
時
及
び
場
所
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

�

同
整
備
局
が
現
地
説
明
会
で
配
布
し
て
い
る
資
料
に
は
、
同
知
事
が
同
小
委
員
会
に
お
い
て
示
し
た
意
見
等
を
一
切
示

し
て
い
な
い
と
聞
く
。
同
知
事
が
同
小
委
員
会
に
お
い
て
、
多
数
派
意
見
と
は
異
な
る
意
見
を
示
し
た
こ
と
は
、
報
道
に

よ
っ
て
多
く
の
県
民
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
地
説
明
会
に
参
加
し
た
住
民
に
は
、
国
土
交
通
省
へ
の
不
信
が
広
が
っ

て
い
る
と
も
聞
く
。
な
ぜ
、
同
整
備
局
は
、
現
地
説
明
会
に
お
い
て
同
知
事
に
よ
る
少
数
意
見
等
に
つ
い
て
も
紹
介
、
説

明
し
な
い
の
か
。

�

同
整
備
局
が
現
地
説
明
会
で
配
布
し
て
い
る
資
料
に
は
、
住
民
が
同
小
委
員
会
に
提
出
し
た
意
見
等
を
一
切
示
し
て
い

な
い
と
聞
く
。
現
地
説
明
会
に
参
加
し
た
住
民
に
は
、
住
民
の
意
見
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
土
交
通
省
へ
の

一
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不
信
が
広
が
っ
て
い
る
と
も
聞
く
。
な
ぜ
、
同
整
備
局
は
、
現
地
説
明
会
に
お
い
て
住
民
意
見
等
に
つ
い
て
も
紹
介
、
説

明
し
な
い
の
か
。

�

現
地
説
明
会
に
お
い
て
、
住
民
の
理
解
と
関
心
を
高
め
る
た
め
に
は
、
同
分
科
会
若
し
く
は
同
小
委
員
会
に
意
見
書
を

提
出
し
た
住
民
の
参
加
を
求
め
、
意
見
表
明
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

�

現
地
説
明
会
に
お
い
て
、
同
整
備
局
は
「
球
磨
川
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
の
項
目
を
見
る
と
、
基
本
方
針
の
説
明
と
は
全
く
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
目

的
は
何
か
。
球
磨
川
水
系
整
備
計
画
の
策
定
に
活
用
す
る
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

�

基
本
方
針
の
説
明
を
目
的
と
す
る
現
地
説
明
会
の
実
施
主
体
は
、
九
州
地
方
整
備
局
で
あ
る
。
だ
が
、
国
土
交
通
省
の

説
明
に
よ
る
と
、
基
本
方
針
に
関
し
た
権
限
を
有
し
て
い
る
の
は
本
省
河
川
局
で
あ
り
、
地
方
整
備
局
は
権
限
を
有
し
て

い
な
い
。
同
整
備
局
が
、
現
地
説
明
会
を
開
催
・
運
営
し
、
基
本
方
針
に
つ
い
て
説
明
・
回
答
を
行
う
の
は
、
ど
の
よ
う

な
権
限
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
法
令
・
内
部
規
定
等
の
具
体
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

�

国
土
交
通
省
の
説
明
に
よ
る
と
、
国
土
交
通
省
本
省
と
地
方
整
備
局
の
間
で
は
、
明
確
な
権
限
分
担
が
な
さ
れ
て
い

る
。
だ
が
、
基
本
方
針
の
説
明
を
目
的
と
す
る
現
地
説
明
会
に
、
国
土
交
通
省
本
省
の
職
員
は
出
席
し
て
い
な
い
と
聞

一
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く
。
基
本
方
針
に
つ
い
て
権
限
を
有
し
な
い
地
方
整
備
局
の
職
員
が
、
基
本
方
針
に
つ
い
て
説
明
し
、
住
民
の
質
問
に
そ

の
場
で
口
頭
回
答
す
る
こ
と
は
、
権
限
逸
脱
行
為
で
は
な
い
の
か
。

�

な
ぜ
、
現
地
説
明
会
に
国
土
交
通
省
本
省
の
職
員
は
出
席
し
な
い
の
か
。

��

基
本
方
針
を
実
質
的
に
審
議
、
決
定
し
た
の
は
、
同
分
科
会
及
び
同
小
委
員
会
で
あ
る
。
だ
が
、
分
科
会
長
若
し
く
は

小
委
員
長
、
あ
る
い
は
そ
の
代
理
に
指
定
さ
れ
た
委
員
は
、
現
地
説
明
会
に
出
席
し
て
い
な
い
と
聞
く
。
な
ぜ
、
分
科
会

長
若
し
く
は
小
委
員
長
、
あ
る
い
は
そ
の
代
理
に
指
定
さ
れ
た
委
員
は
、
現
地
説
明
会
に
出
席
し
な
い
の
か
。

十
三

元
建
設
省
技
監
の
近
藤
徹
氏
に
つ
い
て

省
庁
出
身
者
等
が
、
出
身
省
庁
や
局
の
職
員
人
事
及
び
政
策
決
定
に
非
公
式
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
厳
に
戒
め
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

基
本
方
針
検
討
小
委
員
長
を
務
め
る
近
藤
徹
氏
は
、
既
に
退
官
し
て
久
し
い
に
も
拘
ら
ず
、
現
在
に
お
い
て
も
国
土
交
通

省
河
川
局
の
職
員
人
事
及
び
政
策
決
定
に
非
公
式
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
聞
く
が
、
事
実
か
。
事
実
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
そ
れ
を
黙
認
し
て
い
る
の
か
。
事
実
で
な
い
と
す
れ
ば
、
他
に
河
川
局
の
職
員
人
事
及
び
政
策
決

定
に
非
公
式
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
省
庁
出
身
者
等
は
い
な
い
の
か
。

一
五



右
質
問
す
る
。

一
六


